
   

【注意喚起】バリ島スパにおけるトラブル 

 

 

令和５年５月１２日（総２３第１５号） 

在デンパサール日本国総領事館 

 

 

●バリ州ヌサドゥア地区のスパを邦人旅行者が利用したところ、施術機器によるトラ

ブルに見舞われた旨報告が寄せられました。 

●利用にあたっては、施術内容や機器の取り扱い状況等に注意の上、異変を感じたら

即座に中止する等、「自分の身は自分で守る」心構えを励行願います。 

 

１ ４月末、邦人旅行者がバリ州バドゥン県ヌサドゥア地区のスパにおいて、エステ

ベッドにうつ伏せ状態で施術中、機器の高熱による被害に見舞われ、その後スパ側の

対応にも不審を抱き困惑して当館に相談が寄せられました。  

 スパによっては、機器の温度調整・取り扱い・メンテナンス等安全性が確保されて

いない、きめ細かな接客や対応が得られない場合もあり得ます。 

 

２ ご利用にあたっては、事前に利用者による評価等を確認するなど注意を払い、施

術中においても機器の取り扱い状況等に注意の上、異変を感じたら即座に中止する等、

「自分の身は自分で守る」心構えを励行願います。また、万一に備え、海外旅行傷害

保険への加入をお勧めいたします。 

不幸にして何らかの事件・事故に巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合は、

在デンパサール日本国総領事館にご相談ください。 

 


